
令和３年度京都府公立高等学校入学者選抜要項（令和３年１月一部改定） 新旧対照表
※本文のみ掲載、今回の改定に伴う引用ページの変更については省略 No.1

現 行 改 定 後

５ 前期選抜（全日制・定時制共通） ５ 前期選抜（全日制・定時制共通）

(5) 入学者の選抜 (5) 入学者の選抜

ア 学力検査等 ア 学力検査等

(ｴ) 実施期日等 (ｴ) 実施期日等

前期選抜学力検査等は、令和３年２月16日（火）から２ 前期選抜学力検査等は、令和３年２月16日（火）から２

月17日（水）までの間（音楽科（京都市立京都堀川音楽高 月17日（水）までの間（音楽科（京都市立京都堀川音楽高

等学校）は、令和３年２月６日（土）及び２月７日（日） 等学校）は、令和３年２月６日（土）及び２月７日（日）

）に志願先高等学校において実施する。 ）に志願先高等学校において実施する。

なお、実施期日、集合時間、時間割、持参品その他必要 なお、実施期日、集合時間、時間割、持参品その他必要

な事項は、別に高等学校長が指示する。 な事項は、別に高等学校長が指示する。

豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情によりあら 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情によりあら

かじめ定めた検査時間に実施することが困難な場合、高等 かじめ定めた検査時間に実施することが困難な場合、高等

学校長は、教育委員会の指示を受けて 検査の開 学校長は、教育委員会の指示を受けて実施期日、検査の開

始及び終了の時間を変更することができる。 始及び終了の時間を変更することができる。

(ｶ) やむを得ない理由による欠席者及び途中退場者の取扱い (ｶ) やむを得ない理由による欠席者及び途中退場者の取扱い

ａ 欠席者について ａ 欠席者について

検査当日やむを得ない理由によって欠席した者で、欠 検査当日やむを得ない理由によって欠席した者で、欠

席した日の当日午後４時までに、追検査受検願（様式Ｆ 席した日の当日午後４時までに、追検査受検願（様式Ｆ

（54ページ））に診断書等理由を証明する書類を添えて、 （56ページ））に診断書等理由を証明する書類を添えて、

中学校長を経由して志願先高等学校長に届け出た者は、 中学校長を経由して志願先高等学校長に届け出た者は、

追検査（令和３年２月19日（金）（美術工芸科（京都市 追検査（令和３年３月３日（水）（美術工芸科（京都市

立銅駝美術工芸高等学校）においては、別に定める。） 立銅駝美術工芸高等学校）においては、令和３年３月２



No.2

現 行 改 定 後

を受検することができ 日（火）及び３月３日（水）））を受検することができ

る。 る。

ｂ 検査会場からの途中退場者について ｂ 検査会場からの途中退場者について

やむを得ない理由によって途中で受検不可能となり検 やむを得ない理由によって途中で受検不可能となり検

査会場の外へ出た場合に限り、途中退場した日の当日午 査会場の外へ出た場合に限り、途中退場した日の当日午

後４時までに、追検査受検願（様式Ｆ(54ページ)）に診 後４時までに、追検査受検願（様式Ｆ(56ページ)）に診

断書等理由を証明する書類を添えて、中学校長を経由し 断書等理由を証明する書類を添えて、中学校長を経由し

て志願先高等学校長に届け出た者について、受検不可能 て志願先高等学校長に届け出た者について、受検不可能

となった検査より後の検査に限って（学力検査において となった検査より後の検査に限って（学力検査において

は受検不可能となった検査教科より後の検査教科に限 は受検不可能となった検査教科より後の検査教科に限

る。以下同じ。）、追検査（令和３年２月19日（金） る。以下同じ。）、追検査（令和３年３月３日（水）

（美術工芸科（京都市立銅駝美術工芸高等学校）におい （美術工芸科（京都市立銅駝美術工芸高等学校）におい

ては、別に定める。） ては、令和３年３月２日（火）及び３月３日（水）））

の受検を認めることがある。 の受検を認めることがある。

なお、この場合、検査当日に受検不可能となった検査 なお、この場合、検査当日に受検不可能となった検

までの得点と、追検査で受検した検査の得点の合計を、 査までの得点と、追検査で受検した検査の得点の合計

本人の得点として処理する。 を、本人の得点として処理する。

（追加） （ｷ）京都市立京都堀川音楽高等学校の検査当日において新

型コロナウイルス感染者又は濃厚接触者に特定されたこ

とにより受検できなかった者で、欠席した日の当日午後

４時までに、追検査受検願（様式Ｆ（56ページ））を、

中学校長を経由して京都市立京都堀川音楽高等学校長に

届け出た者は、追検査（令和３年２月20日（土））を受

検することができる。
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現 行 改 定 後

（追加） オ 高等学校長は、追検査を受検した者のうち入学が適当と

認められる者の数を、所管する教育委員会と協議の上、前

期選抜の募集人員に加えることができるものとする。

オ 高等学校長は、入学が適当と認められる者の数が募集人 カ 高等学校長は、入学が適当と認められる者の数が募集人

員と異なる場合には、所管する教育委員会と協議の上、合 員と異なる場合には、所管する教育委員会と協議の上、合

格者を決定するものとする。 格者を決定するものとする。

(6) 合格者の発表 (6) 合格者の発表

合格者の発表は、令和３年２月24日（水）午後２時から午 合格者の発表は、令和３年２月24日（水）午後２時から午

後４時までの間、 後４時までの間、追検査（音楽科（京都市立京都堀川音楽高

等学校）を除く。）に関する合格者の発表は、令和３年３月

願書提 ５日（金）午前10時30分から午後０時30分までの間、願書提

出先高等学校において、受付番号で発表するものとする。ま 出先高等学校において、受付番号で発表するものとする。ま

た、合格者に対し、合格通知書（様式Ｇ（55ページ））を交 た、合格者に対し、合格通知書（様式Ｇ（57ページ））を交

付する。 付する。ただし、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響に

より、対応を別に定める場合がある。

(7) 合格者は、この要項に基づく他の選抜に改めて志願するこ (7) 合格者は、この要項に基づく他の選抜に改めて志願するこ

とができない。 とができない。

なお、他の選抜の願書受付日時点で合格が明らかでない場

合はこの限りではない。ただし、合格が明らかとなった場合

は、この要項に基づく他の選抜を受検又は改めて志願するこ

とができない。
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現 行 改 定 後

６ 特別入学者選抜 ６ 特別入学者選抜

(1) 海外勤務者帰国子女特別入学者選抜 (1) 海外勤務者帰国子女特別入学者選抜

エ 入学者の選抜 エ 入学者の選抜

(ｱ) 学力検査等 (ｱ) 学力検査等

ｂ 実施期日、教科及び時間割 ｂ 実施期日、教科及び時間割

(a) 普通科の高等学校 (a) 普通科の高等学校

【表】 【表】

備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示 備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示

する。 する。

２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間 ２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間

に実施することが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示 に実施することが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示

を受けて 検査の開始及び終了の時間を変更することが を受けて実施期日、検査の開始及び終了の時間を変更することが

できる。 できる。

(b) 専門学科の高等学校 (b) 専門学科の高等学校

【表】 【表】

備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示 備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示

する。 する。

２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間 ２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間

に実施することが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示 に実施することが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示

を受けて 検査の開始及び終了の時間を変更することが を受けて実施期日、検査の開始及び終了の時間を変更することが

できる。 できる。
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現 行 改 定 後

(ｳ) 合格者の発表 (ｳ) 合格者の発表

合格者の発表は、令和３年２月24日（水）午後２時か 合格者の発表は、令和３年２月24日（水）午後２時か

ら午後４時までの間、願書提出先高等学校において、受 ら午後４時までの間、願書提出先高等学校において、受

付番号で発表するものとする。また、合格者に対し、合 付番号で発表するものとする。また、合格者に対し、合

格通知書（様式Ｇ（55ページ））を交付する。 格通知書（様式Ｇ（57ページ））を交付する。ただし、

新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により、対応を

別に定める場合がある。

(2) 中国帰国孤児子女特別入学者選抜 (2) 中国帰国孤児子女特別入学者選抜

エ 入学者の選抜 エ 入学者の選抜

(ｱ) 学力検査等 (ｱ) 学力検査等

ｂ 実施期日、教科及び時間割 ｂ 実施期日、教科及び時間割

【表】 【表】

備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示 備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示

する。 する。

２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間 ２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間

に実施することが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示 に実施することが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示

を受けて 検査の開始及び終了の時間を変更することが を受けて実施期日、検査の開始及び終了の時間を変更することが

できる。 できる。

(ｳ) 合格者の発表 (ｳ) 合格者の発表

合格者の発表は、令和３年２月24日（水）午後２時か 合格者の発表は、令和３年２月24日（水）午後２時か

ら午後４時まで（定時制（夜間）については午後４時か ら午後４時まで（定時制（夜間）については午後４時か

ら午後６時まで）の間、願書提出先高等学校において、 ら午後６時まで）の間、願書提出先高等学校において、

受付番号で発表するものとする。また、合格者に対し、 受付番号で発表するものとする。また、合格者に対し、
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合格通知書（様式Ｇ（55ページ））を交付する。 合格通知書（様式Ｇ（57ページ））を交付する。ただ

し、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により、対

応を別に定める場合がある。

(3) 成人特別入学者選抜 (3) 成人特別入学者選抜

エ 入学者の選抜 エ 入学者の選抜

(ｲ) 面接と作文は、令和３年２月16日（火）に願書提出先 (ｲ) 面接と作文は、令和３年２月16日（火）に願書提出先

高等学校において実施する。 高等学校において実施する。

なお、集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高 なお、集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高

等学校長が指示する。 等学校長が指示する。

豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情によりあ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情によりあ

らかじめ定めた検査時間に実施することが困難な場合、 らかじめ定めた検査時間に実施することが困難な場合、

高等学校長は、教育委員会の指示を受けて 検 高等学校長は、教育委員会の指示を受けて実施期日、検

査の開始及び終了の時間を変更することができる。 査の開始及び終了の時間を変更することができる。

オ 合格者の発表 オ 合格者の発表

高等学校長は、入学考査を受けた者に対して、成人特別 高等学校長は、入学考査を受けた者に対して、成人特別

入学者選抜結果通知書（様式成－Ｂ（72ページ））を、令 入学者選抜結果通知書（様式成－Ｂ（74ページ））を、令

和３年２月24日（水）午後４時から午後６時までの間に願 和３年２月24日（水）午後４時から午後６時までの間に願

書提出先高等学校において交付するものとする。 書提出先高等学校において交付するものとする。ただし、

新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により、対応を別

に定める場合がある。

なお、郵送による場合は、午後６時以降に発送を行う。 なお、郵送による場合は、午後６時以降に発送を行う。



No.7

現 行 改 定 後

(4) 長期欠席者特別入学者選抜 (4) 長期欠席者特別入学者選抜

エ 入学者の選抜 エ 入学者の選抜

(ｱ) 学力検査等 (ｱ) 学力検査等

ｂ 実施期日、教科及び時間割 ｂ 実施期日、教科及び時間割

【表】 【表】

備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示 備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示

する。 する。

２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間 ２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間

に実施することが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示 に実施することが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示

を受けて 検査の開始及び終了の時間を変更することが を受けて実施期日、検査の開始及び終了の時間を変更することが

できる。 できる。

(ｳ) 合格者の発表 (ｳ) 合格者の発表

合格者の発表は、令和３年２月24日（水）午後２時から 合格者の発表は、令和３年２月24日（水）午後２時から

午後４時までの間、願書提出先高等学校において、受付番 午後４時までの間、願書提出先高等学校において、受付番

号で発表するものとする。また、合格者に対し、合格通知 号で発表するものとする。また、合格者に対し、合格通知

書（様式Ｇ（55ページ））を交付する。 書（様式Ｇ（57ページ））を交付する。ただし、新型コロ

ナウイルス感染症拡大等の影響により、対応を別に定める

場合がある。



No.8

現 行 改 定 後

(5) 京都府立清明高等学校特別入学者選抜 (5) 京都府立清明高等学校特別入学者選抜

エ 入学者の選抜 エ 入学者の選抜

(ｱ) 学力検査等 (ｱ) 学力検査等

ｂ 実施期日、教科及び時間割 ｂ 実施期日、教科及び時間割

【表】 【表】

備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示 備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示

する。 する。

２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間 ２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間

に実施することが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示 に実施することが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示

を受けて 検査の開始及び終了の時間を変更することが を受けて実施期日、検査の開始及び終了の時間を変更することが

できる。 できる。

(ｲ) やむを得ない理由による欠席者及び途中退場者の取扱い (ｲ) やむを得ない理由による欠席者及び途中退場者の取扱い

ａ 欠席者について ａ 欠席者について

検査当日やむを得ない理由によって欠席した者で、 検査当日やむを得ない理由によって欠席した者で、

欠席した日の当日午後４時までに、追検査受検願（様 欠席した日の当日午後４時までに、追検査受検願（様

式Ｆ（54ページ））に診断書等理由を証明する書類を 式Ｆ（56ページ））に診断書等理由を証明する書類を

添えて、中学校長を経由して高等学校長に届け出た者 添えて、中学校長を経由して高等学校長に届け出た者

は、追検査（令和３年２月19日（金））を受検するこ は、追検査（令和３年３月３日（水））を受検するこ

とができる。 とができる。

ｂ 検査会場からの途中退場者について ｂ 検査会場からの途中退場者について

やむを得ない理由によって途中で受検不可能となり やむを得ない理由によって途中で受検不可能となり

検査会場の外へ出た場合に限り、途中退場した日の当 検査会場の外へ出た場合に限り、途中退場した日の当

日午後４時までに、追検査受検願（様式Ｆ（54ページ 日午後４時までに、追検査受検願（様式Ｆ（56ページ

））に診断書等理由を証明する書類を添えて、中学校 ））に診断書等理由を証明する書類を添えて、中学校

長を経由して高等学校長に届け出た者について、受検 長を経由して高等学校長に届け出た者について、受検
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不可能となった検査より後の検査に限って、追検査 不可能となった検査より後の検査に限って、追検査

（令和３年２月19日（金））の受検を認めることがあ （令和３年３月３日（水））の受検を認めることがあ

る。 る。

なお、この場合、検査当日に受検不可能となった検 なお、この場合、検査当日に受検不可能となった検

査までの得点と、追検査で受検した検査の得点の合計 査までの得点と、追検査で受検した検査の得点の合計

を、本人の得点として処理する。 を、本人の得点として処理する。

（追加） (ｴ) 高等学校長は、追検査を受検した者のうち入学が適当と

認められる者の数を、教育委員会と協議して、特別入学者

選抜の募集人員に加えることができるものとする。

(ｴ) 高等学校長は、入学が適当と認められる者の数が募集人 (ｵ) 高等学校長は、入学が適当と認められる者の数が募集人

員と異なる場合には、教育委員会と協議して、合格者を決 員と異なる場合には、教育委員会と協議して、合格者を決

定するものとする。 定するものとする。

(ｵ) 合格者の発表 (ｶ) 合格者の発表

合格者の発表は、令和３年２月24日（水）午後２時から 合格者の発表は、令和３年２月24日（水）午後２時から

午後４時までの間、 午後４時までの間、追検査に関する合格者の発表は、令和

３年３月５日（金）午前10時30分から午後０時30分までの

京都府立清明高等学校において、受付番号で発表する 間、京都府立清明高等学校において、受付番号で発表する

ものとする。また、合格者に対し、合格通知書（様式Ｇ ものとする。また、合格者に対し、合格通知書（様式Ｇ

（55ページ））を交付する。 （57ページ））を交付する。ただし、新型コロナウイルス

感染症拡大等の影響により、対応を別に定める場合があ

る。

(ｶ) 合格者は、この要項に基づく他の選抜に改めて志願する (ｷ) 合格者は、この要項に基づく他の選抜に改めて志願する

ことができない。 ことができない。

なお、他の選抜の願書受付日時点で合格が明らかでない
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場合はこの限りではない。ただし、合格が明らかとなった

場合は、この要項に基づく他の選抜を受検又は改めて志願

することができない。

(ｷ) 学力検査（追検査を含む。）得点の開示 (ｸ) 学力検査（追検査を含む。）得点の開示

11（29ページ）によること 11（31ページ）によること。

(6) 京都府立清新高等学校特別入学者選抜 (6) 京都府立清新高等学校特別入学者選抜

エ 入学者の選抜 エ 入学者の選抜

(ｱ) 学力検査等 (ｱ) 学力検査等

ｂ 実施期日、教科及び時間割 ｂ 実施期日、教科及び時間割

【表】 【表】

備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示 備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示

する。 する。

２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間 ２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間

に実施することが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示 に実施することが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示

を受けて 検査の開始及び終了の時間を変更することが を受けて実施期日、検査の開始及び終了の時間を変更することが

できる。 できる。

(ｴ) 合格者の発表 (ｴ) 合格者の発表

合格者の発表は、令和３年２月24日（水）午後２時から 合格者の発表は、令和３年２月24日（水）午後２時から

午後４時までの間、京都府立清新高等学校において、受付 午後４時までの間、京都府立清新高等学校において、受付

番号で発表するものとする。また、合格者に対し、合格通 番号で発表するものとする。また、合格者に対し、合格通

知書（様式Ｇ（55ページ））を交付する。 知書（様式Ｇ（57ページ））を交付する。ただし、新型コ

ロナウイルス感染症拡大等の影響により、対応を別に定め

る場合がある。
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(7) 京都市立京都奏和高等学校特別入学者選抜 (7) 京都市立京都奏和高等学校特別入学者選抜

エ 入学者の選抜 エ 入学者の選抜

(ｱ) 学力検査等 (ｱ) 学力検査等

ｂ 実施期日、教科及び時間割 ｂ 実施期日、教科及び時間割

【表】 【表】

備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示 備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示

する。 する。

２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間 ２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間

に実施することが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示 に実施することが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示

を受けて 検査の開始及び終了の時間を変更することが を受けて実施期日、検査の開始及び終了の時間を変更することが

できる。 できる。

(ｲ) やむを得ない理由による欠席者及び途中退場者の取扱い (ｲ) やむを得ない理由による欠席者及び途中退場者の取扱い

ａ 欠席者について ａ 欠席者について

検査当日やむを得ない理由によって欠席した者で、欠 検査当日やむを得ない理由によって欠席した者で、欠

席した日の当日午後４時までに、追検査受検願（様式Ｆ 席した日の当日午後４時までに、追検査受検願（様式Ｆ

（54ページ））に診断書等理由を証明する書類を添え （56ページ））に診断書等理由を証明する書類を添え

て、中学校長を経由して高等学校長に届け出た者は、追 て、中学校長を経由して高等学校長に届け出た者は、追

検査（令和３年２月19日（金））を受検することができ 検査（令和３年３月３日（水））を受検することができ

る。 る。

ｂ 検査会場からの途中退場者について ｂ 検査会場からの途中退場者について

やむを得ない理由によって途中で受検不可能となり検 やむを得ない理由によって途中で受検不可能となり検

査会場の外へ出た場合に限り、途中退場した日の当日午 査会場の外へ出た場合に限り、途中退場した日の当日午

後４時までに、追検査受検願（様式Ｆ（54ページ））に 後４時までに、追検査受検願（様式Ｆ（56ページ））に

診断書等理由を証明する書類を添えて、中学校長を経由 診断書等理由を証明する書類を添えて、中学校長を経由

して高等学校長に届け出た者について、受検不可能とな して高等学校長に届け出た者について、受検不可能とな
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った検査より後の検査に限って、追検査（令和３年２月 った検査より後の検査に限って、追検査（令和３年３月

19日（金））の受検を認めることがある。 ３日（水））の受検を認めることがある。

なお、この場合、検査当日に受検不可能となった検査 なお、この場合、検査当日に受検不可能となった検査

までの得点と、追検査で受検した検査の得点の合計を、 までの得点と、追検査で受検した検査の得点の合計を、

本人の得点として処理する。 本人の得点として処理する。

（追加） (ｴ) 高等学校長は、追検査を受検した者のうち入学が適当と

認められる者の数を、教育委員会と協議して、特別入学者

選抜の募集人員に加えることができるものとする。

(ｴ) 高等学校長は、入学が適当と認められる者の数が募集人 (ｵ) 高等学校長は、入学が適当と認められる者の数が募集人

員と異なる場合には、教育委員会と協議して、合格者を決 員と異なる場合には、教育委員会と協議して、合格者を決

定するものとする。 定するものとする。

(ｵ) 合格者の発表 (ｶ) 合格者の発表

合格者の発表は、令和３年２月24日（水）午後２時から 合格者の発表は、令和３年２月24日（水）午後２時から

午後４時までの間、 午後４時までの間、追検査に関する合格者の発表は、令和

３年３月５日（金）午前10時30分から午後０時30分までの

京都市立京都奏和高等学校において、受付番号で発表 間、京都市立京都奏和高等学校において、受付番号で発表

するものとする。また、合格者に対し、合格通知書（様式 するものとする。また、合格者に対し、合格通知書（様式

Ｇ（55ページ））を交付する。 Ｇ（57ページ））を交付する。ただし、新型コロナウイル

ス感染症拡大等の影響により、対応を別に定める場合があ

る。

(ｶ) 合格者は、この要項に基づく他の選抜に改めて志願する (ｷ) 合格者は、この要項に基づく他の選抜に改めて志願する

ことができない。 ことができない。

なお、他の選抜の願書受付日時点で合格が明らかでない

場合はこの限りではない。ただし、合格が明らかとなった
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場合は、この要項に基づく他の選抜を受検又は改めて志願

することができない。

(ｷ) 学力検査（追検査を含む。）得点の開示 (ｸ) 学力検査（追検査を含む。）得点の開示

11（29ページ）によること。 11（31ページ）によること。

(8) 全国部活動特別入学者選抜 (8) 全国部活動特別入学者選抜

エ 入学者の選抜 エ 入学者の選抜

(ｱ) 学力検査等 (ｱ) 学力検査等

ｂ 実施期日、教科及び時間割 ｂ 実施期日、教科及び時間割

【表】 【表】

備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示 備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示

する。 する。

２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間 ２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間

に実施することが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示 に実施することが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示

を受けて 検査の開始及び終了の時間を変更することが を受けて実施期日、検査の開始及び終了の時間を変更することが

できる。 できる。

（追加） （ｲ）新型コロナウイルス感染者又は濃厚接触者に特定された

ことにより受検できなかった者の取り扱い

検査当日において新型コロナウイルス感染者又は濃厚接

触者に特定されたことにより受検できなかった者で、欠席

した日の当日午後４時までに、追検査受検願（様式Ｆ（56

ページ））を、中学校長を経由して志願先高等学校長に届

け出た者は、追検査（令和３年３月３日（水））を受検す

ることができる。
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(ｲ) 選抜方法 (ｳ) 選抜方法

高等学校長は、報告書、活動実績報告書【運動実績の記 高等学校長は、報告書、活動実績報告書【運動実績の記

録】、学力検査 及び実 録】、学力検査（追検査の場合は作文又は小論文）及び実

技検査の成績、面接の結果を資料として選抜を行い、合格 技検査の成績、面接の結果を資料として選抜を行い、合格

者を決定する。 者を決定する。

なお、高等学校長は追検査を受検した者のうち入学が適

当と認められる者の数を特別入学者選抜の募集人員に加え

ることができるものとするが、入学が適当と認められる者

の数が募集人員と異なる場合には、教育委員会と協議し

て、合格者を決定するものとする。

(ｳ) 合格者の発表 (ｴ) 合格者の発表

合格者の発表は、令和３年２月24日（水）午後２時から 合格者の発表は、令和３年２月24日（水）午後２時から

午後４時までの間、 午後４時までの間、追検査に関する合格者の発表は、令和

３年３月５日（金）午前10時30分から午後０時30分までの

願書提出先高等学校において、受付番号で発表するも 間、願書提出先高等学校において、受付番号で発表するも

のとする。また、合格者に対し、合格通知書（様式Ｇ（55 のとする。また、合格者に対し、合格通知書（様式Ｇ（57

ページ））を交付する。 ページ））を交付する。ただし、新型コロナウイルス感染

症拡大等の影響により、対応を別に定める場合がある。

(ｴ) 合格者は、この要項に基づく他の選抜に改めて志願する (ｵ) 合格者は、この要項に基づく他の選抜に改めて志願する

ことができない。 ことができない。

なお、他の選抜の願書受付日時点で合格が明らかでない

場合はこの限りではない。ただし、合格が明らかとなった

場合は、この要項に基づく他の選抜を受検又は改めて志願

することができない。

(ｵ) 学力検査得点の開示 (ｶ) 学力検査得点の開示

11（29ページ）によること。 11（31ページ）によること。
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７ 中期選抜（全日制・定時制共通） ７ 中期選抜（全日制・定時制共通）

(1) 出願資格 (1) 出願資格

１（１ページ）に該当する者であって、かつ、前期選抜又は １（１ページ）に該当する者であって、かつ、前期選抜又は

特別入学者選抜に合格していないもの。 特別入学者選抜に合格していないもの。ただし、前期選抜又は

特別入学者選抜の追検査を受検する者で、願書受付日に合格が

明らかでない場合はあらかじめ出願することを認めるが、前期

選抜又は特別入学者選抜の合格者となった場合は受検すること

ができない。

(4) 出願の要領 (4) 出願の要領

ウ 願書受付日 ウ 願書受付日

（追加） (ｳ) 前期選抜又は特別入学者選抜の追検査受検者に係る特例

受付

前期選抜又は特別入学者選抜の追検査を受検する者を対

象に、(ｱ)､（ｲ）に加え特例受付日を設ける。

なお、郵送による出願は受け付けない。

a 全日制及び定時制（昼間）

令和３年３月５日（金）午前10時30分から午後２時30分

まで

b 定時制（夜間）

令和３年３月５日（金）午後１時30分から午後２時30分

まで

特例受付により出願する場合は、令和３年３月２日（火

）午後４時（必着）までに提出先校あて志願者氏名、志望

課程・学科その他必要な事項を記載した中学校長作成の副



No.16

現 行 改 定 後

申書を提出すること。

なお、副申書の提出がない場合は、この規定による願書

受付を行わない。

(5) 入学者の選抜 (5) 入学者の選抜

ア 学力検査等 ア 学力検査等

(ｳ) 実施期日、教科及び時間割 (ｳ) 実施期日、教科及び時間割

【表】 【表】

備考１ 面接を行う場合は、第５時限終了後に実施する。 備考１ 面接を行う場合は、第５時限終了後に実施する。

２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間に ２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間に

実施することが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示を受 実施することが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示を受

けて 検査の開始及び終了の時間を変更することができ けて実施期日、検査の開始及び終了の時間を変更することができ

る。 る。

（追加） (ｷ) 志願者のうち、新型コロナウイルス感染者又は濃厚接触

者に特定されたことにより、中期選抜本検査及び追検査を

受検できなかった者で、検査当日午後４時までに、追検査

受検願（様式Ｆ（56ページ））を中学校長を経由して志願

先高等学校長に届け出た者は追加選抜（令和３年３月23日

（火））を受検することができる。

イ 選抜方法等 イ 選抜方法等

（追加） (ｵ) 追加選抜（令和３年３月23日（火））の検査教科につい

ては、国語、数学、英語の３教科とし、面接を行う場合は

検査教科終了後に実施する。
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なお、この場合の選抜方法を含め実施内容等詳細につい

ては別に定める。

（追加） エ 高等学校長は、追加選抜を受検した者のうち入学が適当と

認められる者の数を、所管する教育委員会と協議の上、中期

選抜の募集人員に加えることができるものとする。

エ 高等学校長は、入学が適当と認められる者の数が募集人員 オ 高等学校長は、入学が適当と認められる者の数が募集人員

と異なる場合には、所管する教育委員会と協議の上、合格者 と異なる場合には、所管する教育委員会と協議の上、合格者

を決定するものとする。 を決定するものとする。

(6) 合格者の発表 (6) 合格者の発表

ア 合格者の発表は、令和３年３月17日（水）午前10時30分か ア 合格者の発表は、令和３年３月17日（水）午前10時30分か

ら午後０時30分までの間、 ら午後０時30分までの間、追加選抜における合格者の発表

は、令和３年３月25日（木）午後２時から午後４時までの

願書提出先高等学校において、受付番号で発表するもの 間、願書提出先高等学校において、受付番号で発表するもの

とする。また、合格者に対し、合格校において、合格通知書 とする。また、合格者に対し、合格校において、合格通知書

（様式Ｇ（55ページ））を交付する。 （様式Ｇ（57ページ））を交付する。ただし、新型コロナウイ

ルス感染症拡大等の影響により、対応を別に定める場合があ

る。
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８ 後期選抜（全日制・定時制共通） ８ 後期選抜（全日制・定時制共通）

(4) 入学者の選抜 (4) 入学者の選抜

ア 学力検査等 ア 学力検査等

(ｱ) 学力検査問題の出題範囲は、５(5)ア(ｲ)（６ページ）に (ｱ) 学力検査問題の出題範囲は、５(5)ア(ｲ)（６ページ）に

よる。 よる。

(ｲ) 実施期日、教科及び時間割 (ｲ) 実施期日、教科及び時間割

【表】 【表】

備考１ 検査会場、集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長 備考１ 検査会場、集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長

が指示する。 が指示する。

２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間に実 備考２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間に実

施することが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示を受けて 施することが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示を受けて

検査の開始及び終了の時間を変更することができる。 実施期日、検査の開始及び終了の時間を変更することができる。

ウ 合格者の発表 ウ 合格者の発表

令和３年３月25日（木）午後２時から午後４時までの間、 令和３年３月25日（木）午後２時から午後４時までの間、

願書提出先高等学校において、受付番号で発表するものとす 願書提出先高等学校において、受付番号で発表するものとす

る。また、合格者に対し、合格校において、合格通知書（様 る。また、合格者に対し、合格校において、合格通知書（様

式Ｇ（55ページ））を交付する。 式Ｇ（57ページ））を交付する。ただし、新型コロナウイル

ス感染症拡大等の影響により、対応を別に定める場合があ

る。
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11 前期選抜、特別入学者選抜及び中期選抜の学力検査（追検査 11 前期選抜、特別入学者選抜及び中期選抜の学力検査（追検査

を含む。 ）得点の開示（全日制・定時制共通 を含み、追加選抜を除く。）得点の開示（全日制・定時制共通

） ）

(3) 開示の期間 (3) 開示の期間

（追加） イ 前期選抜追検査

令和３年３月５日（金）から４月２日（金）（日曜日、土

曜日及び祝日を除く。また、中期選抜を行う高等学校につい

ては、学力検査当日（令和３年３月８日（月））を、後期選

抜を行う高等学校については、学力検査当日（令和３年３月

23日（火））を除く。）

イ 中期選抜 ウ 中期選抜

令和３年３月17日（水）から４月16日（金）（日曜日、土 令和３年３月17日（水）から４月16日（金）（日曜日、土

曜日及び祝日を除く。また、後期選抜を行う高等学校につい 曜日及び祝日を除く。また、後期選抜を行う高等学校につい

ては、学力検査当日（令和３年３月23日（火））を除く。） ては、学力検査当日（令和３年３月23日（火））を除く。）

(4) 開示の時間 (4) 開示の時間

ア 全日制・定時制（昼間） ア 全日制・定時制（昼間）

午前９時から午後４時まで（ただし、(3)アの開示につい 午前９時から午後４時まで（ただし、(3)アの開示につい

て、２月24日（水）は合格発表開始後から午後４時までと て、２月24日（水）は合格発表開始後から午後４時までと

し、 し、(3)イの開示について、３月５日（金）は合格発表開始

(3)イの開示について、３月17日 後から午後４時までとし、(3)ウの開示について、３月17日

（水）は合格発表開始後から午後４時までとする。） （水）は合格発表開始後から午後４時までとする。）

イ 定時制（夜間）京都府立高等学校 イ 定時制（夜間）京都府立高等学校

午後１時30分から午後７時30分まで（ただし、(3)アの開 午後１時30分から午後７時30分まで（ただし、(3)アの開

示について、２月24日（水）は合格発表開始後から午後７時 示について、２月24日（水）は合格発表開始後から午後７時
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30分までとし、 30分までとし、(3)イの開示について、３月５日（金）は合

(3)イの開示につ 格発表開始後から午後７時30分までとし、(3)ウの開示につ

いて、３月17日（水）は合格発表開始後から午後４時までと いて、３月17日（水）は合格発表開始後から午後４時までと

する。） する。）


